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衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
国
税
庁
佐
川
宣
寿
長
官
の
出
勤
、
出
張
及
び
公
用
車
使
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
自
動
車
運
転
日
誌
の
出
発
時
間
及
び
帰
庁
時
間
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
二
月
一
日
が
七
時
三
十
分
及
び
二

十
時
四
十
五
分
、
同
月
二
日
が
六
時
及
び
十
八
時
三
十
分
、
同
月
五
日
が
七
時
三
十
分
及
び
十
九
時
、
同
月
六
日
が
七
時
三

十
分
及
び
十
八
時
十
五
分
、
同
月
七
日
が
七
時
三
十
分
及
び
十
九
時
二
十
分
、
同
月
八
日
が
七
時
三
十
分
及
び
二
十
二
時
十

分
、
同
月
九
日
が
七
時
三
十
分
及
び
十
九
時
二
十
五
分
、
同
月
十
三
日
が
七
時
三
十
分
及
び
二
十
一
時
、
同
月
十
四
日
が
八

時
三
十
分
及
び
十
八
時
三
十
五
分
、
同
月
十
五
日
の
一
枚
目
が
七
時
四
十
五
分
及
び
十
六
時
四
十
五
分
、
同
日
の
二
枚
目
が

十
三
時
五
十
分
及
び
十
四
時
二
十
分
、
同
月
十
七
日
が
七
時
三
十
分
及
び
九
時
二
十
分
、
同
月
十
九
日
が
六
時
及
び
十
九
時

三
十
五
分
、
同
月
二
十
日
が
七
時
三
十
分
及
び
十
七
時
四
十
分
、
同
月
二
十
一
日
の
一
枚
目
が
六
時
三
十
分
及
び
八
時
十
五

分
、
同
日
の
二
枚
目
が
九
時
四
十
分
及
び
十
時
、
同
月
二
十
二
日
が
十
四
時
五
十
分
及
び
十
六
時
四
十
分
、
同
月
二
十
三
日

が
六
時
五
十
分
及
び
二
十
時
五
分
、
同
月
二
十
五
日
が
九
時
十
五
分
及
び
十
二
時
四
十
分
、
同
月
二
十
六
日
が
七
時
三
十
分

及
び
十
九
時
十
五
分
、
同
月
二
十
七
日
が
七
時
三
十
分
及
び
十
九
時
二
十
分
、
同
月
二
十
八
日
が
七
時
三
十
分
及
び
十
五
時

一



十
分
で
あ
る
。

な
お
、
当
該
自
動
車
運
転
日
誌
を
参
議
院
予
算
委
員
会
理
事
会
に
提
出
し
た
同
年
三
月
一
日
時
点
で
は
、
当
該
自
動
車
運

転
日
誌
の
出
発
時
間
及
び
帰
庁
時
間
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法

律
第
四
十
二
号
。
以
下
「
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
四
号
及
び
第
六
号
の
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
た
め
、
黒

塗
り
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

国
税
庁
の
使
用
す
る
公
用
車
の
車
種
及
び
色
ご
と
の
台
数
に
つ
い
て
は
、
ト
ヨ
タ
自
動
車
株
式
会
社
の
プ
リ
ウ
ス
α
が
七

台
で
、
う
ち
ア
テ
ィ
チ
ュ
ー
ド
ブ
ラ
ッ
ク
マ
イ
カ
、
シ
ル
バ
ー
メ
タ
リ
ッ
ク
が
各
三
台
、
ブ
ラ
ッ
ク
が
一
台
、
同
社
の
Ｓ
Ａ

Ｉ
が
二
台
で
、
う
ち
ブ
ラ
ッ
ク
、
ダ
ー
ク
ブ
ル
ー
マ
イ
カ
が
各
一
台
、
同
社
の
ク
ラ
ウ
ン
セ
ダ
ン
の
ダ
ー
ク
ブ
ル
ー
マ
イ
カ

が
一
台
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
佐
川
前
国
税
庁
長
官
が
使
用
し
て
い
た
公
用
車
の
行
き
先
に
つ
い
て
は
、
同
前
長
官
は
、
公
用
車
に
よ
る
自
宅

等
へ
の
継
続
的
な
送
迎
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
主
と
し
て
自
宅
等
や
出
張
先
で
あ
り
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
自
動
車

二



運
転
日
誌
の
記
載
項
目
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
他
に
も
記
録
が
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
で
き
な
い
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
同
前
長
官
が
使
用
し
て
い
た
公
用
車
の
高
速
道
路
や
有
料
道
路
に
お
け
る
走
行
区
間
に
つ
い
て
は
、
通

勤
経
路
に
係
る
部
分
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
お
り
、
情
報
公
開
法
第
五
条
第
一
号
の
不
開
示
情
報
に
該
当
す

る
た
め
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。
出
張
先
へ
の
経
路
に
係
る
部
分
は
、
国
税
庁
に
お
い
て
当
該
走
行
区
間
に
係
る
請
求

書
を
受
理
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で
は
正
確
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
「
公
用
車
の
運
用
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
四
年
六
月
一
日
第
五
回
行
政
改
革
実
行
本

部
資
料
二
）
と
国
税
庁
で
定
め
た
「
官
用
車
利
用
関
係
手
続
要
領
」
が
あ
る
。

「
公
用
車
の
運
用
の
見
直
し
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
、
内
閣
に
置
か
れ
る
機
関
及
び
各
省
に
お
い
て
公
用
車
に
よ
る
自

宅
等
へ
の
継
続
的
な
送
迎
を
提
供
す
る
に
当
た
っ
て
の
判
断
基
準
や
当
該
送
迎
の
対
象
と
な
る
者
等
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

「
官
用
車
利
用
関
係
手
続
要
領
」
に
お
い
て
は
、
公
用
車
の
利
用
時
間
や
申
込
み
方
法
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
三
月
一
日
に
参
議
院
予
算
委
員
会
理
事
会
に
提
出
し
た
旅
行
命
令
（
依
頼
）
決
議
簿
（
以
下
「
本
件
決
議
簿
」

三



と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
旅
費
額
は
、
同
日
時
点
で
は
精
算
手
続
中
で
あ
っ
た
た
め
、
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

仙
台
国
税
局
管
内
へ
の
出
張
に
係
る
復
命
書
に
お
い
て
は
、
出
張
者
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
長
官
佐
川
宣
寿
、
出
張
期
間

に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で
の
三
日
間
、
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
同
月
十
五
日
に
岩

手
県
盛
岡
市
を
用
務
地
、
盛
岡
税
務
署
を
用
務
先
と
し
て
事
務
視
閲
の
用
務
を
行
い
、
同
月
十
六
日
に
岩
手
県
盛
岡
市
を
用

務
地
、
盛
岡
税
務
署
申
告
会
場
を
用
務
先
、
岩
手
県
大
船
渡
市
を
用
務
地
、
大
船
渡
税
務
署
申
告
会
場
を
用
務
先
、
宮
城
県

仙
台
市
を
用
務
地
、
仙
台
合
同
会
場
を
用
務
先
と
し
て
事
務
視
閲
の
用
務
を
行
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
出
張
計
画
書
と

の
差
異
及
び
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
行
程
上
、
視
閲
時
間
の
確
保
が
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、
盛
岡
税
務
署
の
事
務
視
閲
の

日
程
変
更
を
行
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

広
島
国
税
局
管
内
へ
の
出
張
に
係
る
復
命
書
に
お
い
て
は
、
出
張
者
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
長
官
佐
川
宣
寿
、
出
張
期
間

に
つ
い
て
は
、
同
月
二
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
二
日
ま
で
の
二
日
間
、
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
同
月
二
十
一
日
に
岡
山
県

岡
山
市
を
用
務
地
、
瀬
戸
税
務
署
及
び
岡
山
合
同
会
場
を
用
務
先
と
し
て
事
務
視
閲
の
用
務
を
行
い
、
同
月
二
十
二
日
に
広

島
県
広
島
市
を
用
務
地
、
広
島
合
同
会
場
及
び
税
務
大
学
校
広
島
研
修
所
内
に
あ
る
広
島
国
税
局
の
確
定
申
告
テ
レ
フ
ォ
ン

四



セ
ン
タ
ー
を
用
務
先
と
し
て
事
務
視
閲
の
用
務
を
行
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
出
張
計
画
書
と
の
差
異
及
び
そ
の
理
由
に

つ
い
て
は
、
変
更
な
し
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

関
東
信
越
国
税
局
管
内
へ
の
出
張
に
係
る
復
命
書
に
お
い
て
は
、
出
張
者
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
長
官
佐
川
宣
寿
、
出
張

期
間
に
つ
い
て
は
、
同
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
一
日
ま
で
の
二
日
間
、
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
同
年
二
月
二
十
八
日

に
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
を
用
務
地
、
浦
和
税
務
署
及
び
浦
和
税
務
署
・
大
宮
税
務
署
合
同
申
告
会
場
を
用
務
先
と
し
て
事
務

視
閲
の
用
務
を
行
い
、
同
年
三
月
一
日
に
新
潟
県
新
潟
市
を
用
務
地
、
新
潟
税
務
署
及
び
新
潟
税
務
署
申
告
会
場
を
用
務
先
、

群
馬
県
高
崎
市
を
用
務
地
、
高
崎
税
務
署
及
び
高
崎
税
務
署
申
告
会
場
を
用
務
先
と
し
て
事
務
視
閲
の
用
務
を
行
っ
た
と
記

載
さ
れ
て
お
り
、
出
張
計
画
書
と
の
差
異
及
び
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
変
更
な
し
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

本
件
決
議
簿
に
記
載
さ
れ
た
出
張
以
外
に
は
、
平
成
三
十
年
二
月
二
十
五
日
の
鶴
見
税
務
署
、
横
浜
中
税
務
署
及
び
保
土

ヶ
谷
税
務
署
の
三
署
に
よ
る
合
同
の
確
定
申
告
会
場
の
事
務
視
閲
の
一
件
が
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
出
勤
簿
に
お
い
て
黒
塗
り
に
さ
れ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
適
用
を
受
け
る
場

五



合
に
お
け
る
単
位
期
間
の
開
始
日
及
び
終
了
日
、
一
般
又
は
育
児
介
護
の
利
用
区
分
の
別
並
び
に
育
児
介
護
の
場
合
の
週
休

日
の
特
例
適
用
の
有
無
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
情
報
公
開
法
第
五

条
第
一
号
の
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
た
め
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。

六


